
午前の活動 午後の活動 その他

月

スポーツレクリエー

ション

(グランドゴルフ)

レクリエーション

レクリエーション

生活関連活動

機能訓練

書道

将棋

カラオケ

火

療育音楽

レクリエーション

(知的制作活動あり）

言語リハビリ

レクリエーション

製作

機能訓練

絵手紙

言語リハビリ

将棋

麻雀

カラオケ

水

療育音楽

スポーツレクリエーション

(変形サッカー)

企画活動

音楽

機能訓練

革細工

絵手紙

将棋

カラオケ

麻雀

木

レクリエーション

機能訓練

書道

言語リハビリ

音楽

生活関連活動

レクリエーション

(三面バレー)

言語リハビリ

囲碁

将棋

カラオケ

金

レクリエーション

機能訓練

製作

スポーツレクリエーション

(ボーリング)

書道

企画活動

人形劇

将棋

麻雀

カラオケ

土

レクリエーション

(動的低活動)

機能訓練

音楽

製作

機能訓練

囲碁

将棋

カラオケ



１．介護予防通所介護

３．認知症対応型

通所介護

４．その他（共通）

①短時間のご利用や三鷹市による利用助成制度の対象者は、上記金額と異なります。また、

端数処理の関係で、上記金額と若干異なる場合があります。

②送迎費用は、上記金額に含まれます。

③昼食代は、１食６５０円をいただきます。（後日徴収）

④活動材料費等は、実費をいただきます。

⑤オムツ等は、ご持参ください

２．通所介護

平成２３年４月１日より改定

予防通所介護利用料(介護保険適用部分)

基本利用料金
要支援１ ２，３７６円/月

要支援2 ４，６４９円/月

加算
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ実施加算 ５６円 /月

運動機能向上加算 ２３６円/月

上記の額は、利用時間・回数に関わらず１ヶ月当り包括的な介護報酬告示上の単位に、サービス

提供体制加算(Ⅰ)48単位/96単位を加え、１単位10.45円の地域単価を乗じた額の、利用者に

ご負担いただく１割相当の額です。

通所介護利用料金（介護保険適用部分）

4～6時間利用 6～8時間利用

基本利用料金

要介護１ ５７１円/回 ７４８円/回

要介護２ ６５５円/回 ８６５円/回

要介護３ ７３８円/回 ９８２円/回

要介護４ ８２２円/回 １，０９９円/回

要介護５ ９０６円/回 １，２１６円/回

加算
個別機能訓練加算(Ⅰ) ２９円/回

個別機能訓練加算(Ⅱ) ４４円/回

上記の額は、利用１回当りの介護報酬告示上の通常模通所介護(Ⅱ)の単位に、サービス提供体制

加算(Ⅰ)12単位を加え、１単位10.45円の地域単価を乗じた額の、利用者にご負担いただく

１割相当の額です。

通所介護利用料金（介護保険適用部分）

4～6時間利用 6～8時間利用

基本利用料金

要介護１ ６９４円/回 ９３０円/回

要介護２ ７６３円/回 １，０２８円/回

要介護３ ８３４円/回 １，１２６円/回

要介護４ ９０３円/回 １，２２４円/回

要介護５ ９７４円/回 １，３３２円/回

加算 個別機能訓練加算 ２９円/回

上記の額は、利用１回当りの介護報酬告示上の単位に、サービス提供体制加算(Ⅰ)12単位を加

え、１単位10.45円の地域単価を乗じた額の、利用者にご負担いただく

１割相当の額です。


